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国交大臣に団交申し入れ！ 

JHU NEWS No.01  2021.10.27 

再度 

 10/26 

≪9/15 団体交渉を申入れ！≫ 

JHUは解雇争議の早期解決を図るため、2021年 9月 15日に国土交通大臣に対し、団体交渉

を申入れました。 

2010年 1月、日本航空は政府が関与かつ主導して破綻と再建が行われ、裁判所が認可した更

生計画が進められました。そして、2010年 12月 31日、人員削減目標が未達との理由で 165名

（運航乗務員 81名、客室乗務員 84名）が整理解雇されました。 

国土交通大臣は、航空法に基づき航空運送事業者の「運航の安全」や「事業の運営」等につい

て管理・監督する立場にあり、国土交通省は日本航空の整理解雇を含む人員削減計画を認めた点

で重大な責任があります。即ち、国土交通省は、部分的とはいえ人員削減計画に基づく整理解雇

について、「現実的かつ具体的に支配・決定できる地位にある者」ということができ、労組法上

の「使用者」として、日本航空の解雇争議を解決する責任があり、この問題に関して団体交渉に

応じる義務があります。 

≪9/30 国交省から団交には応じられない旨の口頭回答≫ 

団体交渉申入れに対する回答の期限であった 9月 30日に、国交省から電話で、「整理解雇問題

は個別企業の問題であり JALが対応すべき問題である。行政として対応するのは適切でない」

との回答を受けました。 

 

≪10/26 再度、団体交渉を申入れ！≫ 

上記の対応を受け、JHUは 10月 26日に、国土交通大臣に対し団体交渉の開催を求めて再度

の申入れを行いました。（内容は裏面参照） 

対応した担当者は、「9月 15日の要請時に、また 30日に電話で答えた通りで、文書は受け取

れない」としながらも「ただ短時間で話は聞く」との事でした。 

よって、その場で団体交渉の再申入れ文を読み上げ、コピーを手渡しました。 

回答期限は「1週間以内」と伝えています。 
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